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募
集
住
宅
の
概
要
は
下
表
の

と
お
り
で
す
。
家
賃
は
住
宅
の

種
類
や
世
帯
の
収
入
な
ど
に
よ

り
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
申

込
案
内
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
資
格

次
の
Ａ
〜
Ｄ
す
べ
て
の
要
件

を
満
た
す
世
帯
。

Ａ.

「
一
般
向
け
」住
宅
は
、

平
成
１３
年
１０
月
２９
日
現
在
で
市

内
に
居
住
し
て
い
る
世
帯
（
住

民
登
録
か
外
国
人
登
録
を
し
て

い
る
世
帯
）
ま
た
は
勤
務
先
が

あ
る
人
。
「
被
災
者
向
け
」
住

宅
は
、
市
内
で
被
災
し
、
震
災

に
よ
る
全
・
半
壊
（
焼
）
の
被

災
者
証
明
書
と
家
屋
の
解
体
を

証
明
す
る
書
類
を
提
出
で
き
る

人
（
市
外
居
住
者
も
申
込
可
）

※
た
だ
し
、
現
在
県
内
の
公
営

住
宅
に
入
居
し
て
い
る
世
帯
と

す
で
に
入
居
が
決
定
し
て
い
る

世
帯
は
、
被
災
者
資
格
で
の
申

込
不
可

Ｂ.

世
帯
員
が
２
人
以
上
の

場
合
は
、
そ
の
家
族
構
成
が
夫

婦
（
婚
約
し
て
い
る
場
合
や
事

実
上
婚
姻
関
係
に
あ
る
場
合
を

含
む
）
ま
た
は
親
子
を
主
体
と

す
る
も
の
。
単
身
世
帯
の
場
合

は
、
次
の
①
〜
③
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
（
①
５０
歳
以
上
の

人
②
１
級
〜
４
級
の
身
体
障
害

者
手
帳
所
持
者
③
生
活
保
護
受

給
者
な
ど
）

Ｃ.

現
在
、
住
宅
に
困
っ
て

い
る
世
帯
（
原
則
と
し
て
、
持

ち
家
の
人
は
申
込
不
可
）
。
た

だ
し
、
住
宅
を
入
居
時
ま
で
に

処
分
で
き
る
場
合
は
申
込
可

Ｄ.

入
居
し
よ
う
と
す
る
世

帯
全
員
の
収
入
合
計
が
、
申
込

区
分
ご
と
に
規
定
す
る
入
居
収

入
基
準
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
。

そ
の
ほ
か
詳
細
に
つ
い
て
は
、

申
込
案
内
書
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い申

込
案
内
書
の
配
布

申
込
案
内
書
は
、
１０
月
２９
日

か
ら
１１
月
１２
日
ま
で
の
執
務
時

間
中
に
、
住
宅
管
理
第
１
課
、

市
役
所
本
庁
舎
１
階
総
合
案
内

所
横
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
・
分
室
、
若
竹
生

活
文
化
会
館
で
配
布
し
ま
す

申
込
方
法

申
込
案
内
書
に
添
付
し
て
い

る
申
込
書
で
同
課
へ
郵
送
を

（
１１
月
１２
日
ま
で
の
消
印
が
あ

り
、
１１
月
１５
日
到
着
分
ま
で
有

効
）
。
申
込
は
１
世
帯
１
通
の

み（
重
複
申
込
は
す
べ
て
無
効
）

入
居
予
定
者
の
決
定

１２
月
３
日
午
後
１
時
半
か
ら

市
役
所
本
庁
舎
８
１
３
会
議
室

で
公
開
抽
選

入
居
予
定
日

い
ず
れ
の
住
宅
も
平
成
１４
年

１
月
下
旬
以
降

市
は
、
普
通
市
営
住
宅
、
改
良
住
宅
、
県

公
社
住
宅
（
市
管
理
分
）
な
ど
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す
。
今
回
の
募
集
は
計
１
２
７
戸

で
、
一
般
向
け
と
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

被
災
者
向
け
（
市
内
被
災
者
）
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。
申
込
方
法
な
ど
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
が
、
詳
細
は
１０
月
２９
日
か
ら
配
布
す

る
申
込
案
内
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
住
宅
管
理
第
１
課
（
市
役
所
南

館
１
階
�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
７
１
８
）へ
。

高
齢
に
な
る
と
、
階
段
や

お
風
呂
な
ど
家
の
中
で
け
が

を
す
る
の
で
は
な
い
か
、
賃

貸
住
宅
へ
の
入
居
を
断
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ

た
住
ま
い
に
関
す
る
様
々
な

不
安
が
生
じ
て
き
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
不
安
を
な
く
し
、

高
齢
者
が
安
心
し
て
生
活
で

き
る
居
住
空
間
を
作
る
た
め
、

「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確

保
に
関
す
る
法
律
」
が
４
月

に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
国

や
地
方
公
共
団
体
、
住
宅
金

融
公
庫
な
ど
が
補
助
や
融
資

制
度
の
特
例
等
を
実
施
し
ま

す
。
次
の
①
〜
③
を
３
つ
の

柱
と
し
て
高
齢
者
に
や
さ
し

い
住
ま
い
づ
く
り
が
進
め
ら

れ
ま
す
。

①
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ

た
高
齢
者
向
け
の
民
間
賃
貸

住
宅
の
供
給
を
促
進

②
高
齢
者
の
持
ち
家
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
を
推
進

③
高
齢
者
が
安
心
し
て
入

居
で
き
る
賃
貸
住
宅
市
場
を

整
備バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進

や
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
入

居
で
き
る
賃
貸
住
宅
の
登
録

制
度
な
ど
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
本
紙
で

説
明
し
て
い
き
ま
す
。

問
合
せ
は
県
住
宅
宅
地
対

策
課
（
０
７
８
・
３
６
２
・

３
５
８
１
）
へ
。

頻
尿
と
は
？

頻
尿
（
排
尿
回
数
が
多
い
こ

と
）は
大
別
す
る
と
、精
神
的
な

緊
張
や
興
奮
に
起
因
す
る
心
因

性
頻
尿
と
、
前
立
腺
肥
大
症
に

よ
る
膀
胱
（
ぼ
う
こ
う
）
刺
激

に
起
因
す
る
も
の
や
、
脳
梗
塞

（
こ
う
そ
く
）な
ど
の
脳
神
経
血

管
障
害
に
よ
る
神
経
因
性
膀
胱

に
起
因
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

特
に
高
齢
者
は
、
頻
尿
の
た
め

に
旅
行
や
外
出
を
控
え
た
り
、

夜
間
頻
尿
に
よ
る
不
眠
の
た
め

に
体
調
を
崩
す
こ
と
に
も
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
何
回
以
上
を
頻

尿
と
す
る
か
は
個
人
個
人
の
排

尿
習
慣
の
違
い
も
あ
り
、
明
確

な
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一

般
に
１
日
８
回
〜
９
回
以
上
、

夜
間
２
回
〜
３
回
以
上
の
排
尿

を
頻
尿
、
夜
間
頻
尿
と
し
て
扱

う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

分
析
し
て
み
る
と
…

高
齢
者
の
排
尿
パ
タ
ー
ン
に

は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
見
ら
れ

ま
す
。
若
年
者
と
比
べ
て
、
夜

間
の
頻
尿
が
目
立
ち
ま
す
。

尿
量
で
は
、
１
日
全
尿
量
は

差
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
齢
者

で
は
夜
間
尿
量
が
多
く
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
夜
間
安
静
時
の

腎
循
環
血
液
量
の
増
加
や
抗
利

尿
ホ
ル
モ
ン
の
減
少
に
よ
る
尿

量
増
加
が
み
ら
れ
る
た
め
で
す
。

さ
ら
に
、
糖
尿
病
や
降
圧
利
尿

剤
・
強
心
剤
な
ど
の
内
服
に
よ

る
夜
間
多
尿
も
あ
り
ま
す
。

１
回
排
尿
量
を
み
る
と
、
高

齢
者
は
１
回
量
が
少
な
く
、
膀

胱
容
量
の
低
下
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
加
齢
に
よ
る
生
理
的
変

化
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
高
齢
者
で
は
、

１
回
排
尿
量
が
減
少
し
夜
間
尿

量
が
増
加
す
る
た
め
、
夜
間
頻

尿
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

１
日
の
排
尿
記
録
を
と
っ
て
み

て
夜
間
多
尿
が
あ
る
よ
う
な
ら

ば
、
水
分
摂
取
の
工
夫
や
利
尿

剤
の
服
用
で
改
善
が
期
待
で
き

ま
す
。
前
立
腺
肥
大
症
や
糖
尿

病
な
ど
の
基
礎
疾
患
が
見
つ
か

れ
ば
、
ま
ず
そ
の
治
療
が
必
要

で
す
。
心
因
性
頻
尿
の
場
合
は

抗
頻
尿
剤
（
抗
コ
リ
ン
剤
）
や

精
神
安
定
剤
の
よ
う
な
向
精
神

薬
が
有
効
で
す
。

生
活
習
慣
の
影
響
も

生
活
習
慣
が
原
因
の
頻
尿
も

み
ら
れ
ま
す
。仕
事
の
都
合
上
、

１
日
に
７
杯
〜
８
杯
も
コ
ー
ヒ

ー
を
飲
む
人
、
夜
に
ビ
ー
ル
を

３
本
〜
４
本
も
飲
む
人
、
就
寝

時
間
帯
が
ず
れ
て
い
た
り
異
常

に
長
い
人
な
ど
は
、
夜
間
の
頻

尿
は
当
然
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

生
活
習
慣
を
正
し
く
保
つ
こ
と

も
重
要
で
す
。

戸数・間取り

計１６戸（１ＤＫ～３ＤＫ）

（うちシルバー住宅…２戸）

計７６戸（２Ｋ～３ＤＫ）

・被災者向け…８戸

・一般向け…６８戸

計１３戸（２ＤＫ～３ＤＫ）

計８戸（２Ｋ～３ＤＫ）

・被災者向け…１戸

・一般向け…７戸

計１４戸（２Ｋ～３ＤＫ）

・被災者向け…１戸

・一般向け…１３戸

所在地（団地名）

西宮浜４丁目

弓場町、高畑町

樋ノ口町２丁目など

六軒町、津門大塚町

神原１号棟～１５号棟

広田町１号棟～５号棟

上ケ原四番町など

神明２号館
中殿町住宅など

森下町２４Ａ・２７号棟

中須佐町７・８号棟

津田町１０号棟など

田近野町

伏原町

城ケ堀町など

住宅の種類

災害公営住宅

（被災者向け）

一般市営住宅

震災復興住宅
（被災者向け）

改良空家住宅

県公社住宅

（市管理分）

特別賃貸住宅

普
通
市
営
住
宅

改
良
住
宅

市
営
住
宅
な

ど

入
居
者
募
集

～募集住宅の概要～

一
般
向
け
と
被
災
者
向
け
の
計
１
２
７
戸

申
込
案
内
書
は
１０
月
２９
日
か
ら
配
布

高
齢
者
の
頻
尿

〜
特
に
夜
間
頻
尿

やさしい住まい
づくりを進めます

高齢化社会に向け

市
立
中
央
病
院

泌
尿
器
科
部
長

頻尿がきっかけで病気が見

つかる人もいます。また、い

ろいろな日常生活のストレス

が頻尿として現れる人もいま

す。気になる頻尿は、検査を

受けてください

鹿
子
木
基
二
さ
ん

（３） 平成１３年（２００１年）１０月２５日


